排出量取引をめぐる諸問題について　　　　       2009.10.2　　鈴木　野口　新井　上原　高橋(和)
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第２章　（未定）
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■２節～６節の流れ
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２節　排出量の割当対象とカバレージ
	
	川上
	川下（電力、直接）
	川下（電力、間接）

	カバー率
	CO2全量をほぼ100％カバー
	川上に比べて低くなる。
	川下直接に比べ、低くなる。

	排出削減
インセンティブ
	割当対象者に付与
→絵ねる偽0需要家に対して価格転嫁されるため。
	・排出者への削減インセンティブは大きい。
・価格転嫁を通じて家庭や小規模事業者へのインセンティブが付与可能。

	発電所のインセンティブが低下する。

	公平性
	汚染者負担の原則と整合しない。
	汚染者負担の原則と整合する。
	川下直接と同じ

	運用コスト
	大幅に抑制可能。
	行政費用の現状維持は可能。
→現行の算定・報告・公表制度を活用可能なため。
	川下直接と同じ




　３節　排出枠の割当方法　　→　３方式からの選択、もしくは複数方式の組み合わせ。
	
	無償割当
	有償割当

	
	グランドファザリング方式
	ベンチマーク方式
	オークション方式

	メリット
	・割当対象者のコスト負担が少ない。
	・割当対象者のコスト負担が少ない。
・公平性が高い。
→　ベンチマーク（基準）より
削減努力を行った企業
	・公平性が担保できる。

	デメリット
	・過去の排出削減努力が反映されにくい。
→制度開始前に削減努力をした企業としていない企業間に不公平が生じる。
	・ベンチマークの設定にコストがかかる。
→　ベンチマークの設定機関が、対象の全業種、部門に細かいベンチマークを設定するのに時間がかかるため。
	・生産物に価格転嫁できない企業の負担が大きい。


　４節　費用緩和措置
○なぜ、費用緩和措置が必要か？

　５節　国際競争力配慮措置
○国際競争下にある業種への、配慮すべき問題。
①国際競争力の低下
　②炭素リーケージの発生

第３章　世界の排出量取引
２節　EU－ETS



















09年3月期連結決算の研究開発費は新日本製鉄が457億円(同期純利益1550億円)やJFEスチールが361億円に上る。このような研究開発費は政府の温室効果ガス削減の中期目標を決めたことや、政府が環境車の普及を後押ししていることがある。しかし、鉄鋼業では世界最高水準のエネルギー原単位にあり、更なる研究開発が必要になり、国際競争下にあるため、日本だけで厳しいキャップを設定すれば生産の抑制やコストの計上などにより国内産業の衰退を招きかねない。そのために、特に国際競争力のある産業に対しては技術革新のための政府資金援助が必要である。
章構成


序章


１章　排出量取引と京都メカニズム


　１節　排出量取引のしくみと意義


　２節　排出量取引の意義


２章　日本の排出量取引制度


　１節　日本の排出量取引制度現状と問題点


２節　


　３節　


３章　世界の排出量取引制度


１節　米国の硫黄酸化物排出量取引制度


　２節　EU－ETS


　３節　その他の制度


４章　日本の排出量取引の現状と今後の制度設計


　１節　日本の現状と問題点


　２節　日本の排出量取引制度のあり方


　３節　制度導入後の市場整備と金融の役割


５章　日本における排出量取引普及のために





４節





期間


排出量取引の排出枠


対象ガス











いつまでにどれ程削減すればよいか？





費用緩和措置








６節





２節





排出量の割当対象とカバレージ


・・・対象は、燃料の供給業者か？


エネルギーの消費者か？





排出枠を誰に割り当てるか？





インフラの整備


モニタリング、検証方法、登録簿の整備





５節





３節





排出枠の割当方法


・・・無償割当か？（グランドファザリング方式、ベンチーマーク方式）有償割当か？（オークション方式）





排出枠をどのように割り当てるか？





国際競争力配慮措置、炭素リーケージへの配慮





６節





会計処理


税務処理


取引円滑化のための基盤整備





制度の基盤をどのように整えるか？





制度をどのように


発展させるか？





海外市場とのリンク





我々の目指す、排出量取引市場の創設へ。





排出量取引市場の、信頼性を維持するため。


→排出枠価格の高騰への懸念。


→排出枠価格の、急変動への懸念。





排出量取引市場創設を目指す我々の制度案に費用緩和措置は不可欠。


具体的にどのような費用緩和措置を実施するかは、他国の導入例と結果を踏まえて検討が必要。





・上記2点の問題は必ず回避すべき問題。


・制度設計に当たっては、上記2点の問題が生じる可能性や程度を検討し、


影響の大きい部門・業種の特定が不可欠。


・その上で、影響が大きいと特定された部門、業種に対して、何らかの措置を検討。


　≪想定される措置≫


　→影響大の部門・業種における無償割当





温暖化対策、とりわけ日本でも大きな議論となる環境税制や排出量取引制度に対する連合としての考え方をまとめていく上で、温暖化対策の先進的な事例として紹介されているドイツやイギリスの実態を


把握しておくべきだと考え、この2国をとりあげる。





EU15カ国では、基準年（1990年）比「８％削減目標」の達成に向けた取り組みが行われており、その中で温室効果ガスの排出量が特に多いドイツ（排出量1位：EU全体の２６％）とイギリス（排出量2位：EU全体の１７％）の両国の取り組みがEU全体の目標達成が大きく左右される状況にある。








ドイツにおけるEU－ETSに関連する組織





目標


●歪んだ市場の回避


●取引コストの最小化


●取引業者、取引市場、登録簿間の効率的なやり取りによる取引の推進





DEHSt・・・EU-ETSに参加する事業者からの出資により運営されている連邦政府が設置した民間の第三者機関で、排出枠の決定と発行・登録簿の運営などを行う。





配分方式





理由


電力業界について


市場での寡占状態を利用した価格への転嫁が容易であり、無料配分による棚ボタ利益が見込まれる





2007年


電力部門では、グランドファザリングからベンチマーク方式に変更し、削減義務を一段と強化


※環境政策に沿っている熱電併用施設については優遇措置が施される。





工業部門について


競争環境と削減ポテンシャルを考慮する





工業部門はそのままグランドファザリングを採用





実際に2008年1月1日～11月14日の間に4000万ｔ－CO2のEUAがオークションで販売された。





2008年


第2フェーズの排出枠の割当について





●主に発電部門への無償割当量を減少


●割当総量（年間４億5310万ｔ－CO2）の約10％についての有償割当の実施





収益


再生可能エネルギー技術の促進等の国内外の気候変動対策に使われる





第3フェーズには電力部門に対する割当がオークション100％となる。





イギリス





イギリスの排出量取引制度導入の背景


イギリスは2002年1月に排出量取引制度を導入した。


しかし2001年の段階で温室効果ガス排出量を基準年


から１２％削減しており、京都議定書の数値目標（12.5


％削減）をほぼ達成していた。





地球温暖化防止に取り組むには削減目標を段階的に強化していくことが必要とし、これからの大きな削減のための第一歩としての削減活動といえる





●ポリシーミックス


「気候変動税」＋「協定」＋「排出量取引」


電力会社や石油会社などだけを対象とする上流の対策ではなく、


下流を対象とした制度となっており、電力会社は対象外となっている。


●協定の目標設定


・ほとんどの業界・企業が協定の目標を原単位目標で設定。


・業界間の公平性を確保することよりも削減を進める事が重視されている


●直接参加者の目標設定


協定参加者ではないのに取引に直接参加しようとする企業には、「価格低下オークション」という方法で削減量と価格を下げながら入札する方式が採用されている。


→目標を達成すれば報奨金が得られるため、直接参加者の排出枠は補助金を出すだけのようにも見え、削減に一定程度努力した協定参加者の排出枠と一緒に扱われることに問題がある。


●政府の情報把握


企業設備や効率などについて政府がある程度情報を把握しており、そのことが協定の目標設定において、業界の言い分だけに依存することなく、ある程度客観性を持たせることができたと考えられる。


→同じことが日本でできるかは厳しいかもしれない








主体別の目的


国・・・国民のため、即ち日本国民の将来のために地球環境を守ろうとする。


　　　　第１目的はCO2削減であるが、企業への配慮も必要とする。


企業・・・金銭的利益を得ることを第１目的に行動する。


　　　　　その目的に沿う範囲でCSRを行い、排出量取引がその一環となる場合もある。





環境政策上、CO2を確実に削減する必要がある。


　しかし、企業に過度な排出削減を義務づけ、企業経営に負担をかけすぎたり、国際競争下にある産業が、国際競争で不利にならないよう、配慮が必要となる。そのための政策は並行して行っていかねばならない。さらに、CO2削減が企業にとって収益やCSRなどの様々な利益を獲得するチャンスとなりうる制度設計が必要となる。なぜならば利益獲得の一手段としてCO2の削減が選択されれば、企業は積極的に削減活動に取組み、企業の成長とCO2削減がwin-winの関係になることを達成できるためである。またそのためには取引が行いやすい仕組みも必要となる。





排出量取引制度のあり方





所与の条件を達成するためには、


川下対象とする、絶対目標でのキャップ＆トレード型国内排出量取引制度が必須である。


なぜならば


国全体での総量管理が行えるため、環境政策上の効果が得られる。(総量規制)


下流型制度によって、川下で化石燃料の高騰を避け、かつ削減主体と取引主体を一致させることによって、ビジネスとしての削減インセンティブを与えることができる。(川下対象)


・











割当対象　・産業・業務部門の大量排出者を対象とする　(川下割当)


　　　　　　民生・運輸・少量排出者は排出量取引制度の対象外とするが、


　→家庭や少量排出者を含むと行政コストが膨大になるため


・全ての電力会社(直接排出を対象とする) 


　　　　　→電力会社自身でも排出削減に向けた活動は必要


カバー率は大量排出者と全ての電力会社で全体の約7割





割当方法　・大量排出者(電力会社を除く)にはベンチマーク方式とオークション方式を併用する


　　　　　　排出枠の割当には公平性が求められているため、公平性の高いベンチマークを基とし、より産業


間の公平性を期すためオークション方式で補完する。


　　　　　　また原単位標準を基準とするベンチマーク方式で、企業の削減目標と必要な経費などを算定しやすくすることができると考えられる。


　　　　　・電力会社には無償割当(グランドファザリングかベンチマーク)


　　　　　　オークションでは電力会社自身の削減が行われず、必要な分だけオークションで購入し全て価格転嫁される恐れがある。





費用緩和措置　◎バンキング・・・可


　　　　　　　早期対策のインセンティブになるため、行うべきと主張。


　　　　　　　◎ボローイング・・・不可（移行期間は可）


　　　　　　　総排出量が増加する上、返済不履行が発生する可能性もある。また、2013年からEUでもボローイングができなくなるため、国際リンクを視野に入れ、不可とする。


　　　　　　　◎プライスキャップ・・・不可


　　　　　　　排出総量の増加、プライス設定の難しさ、国際リンクの難しさがある。


　　　　　　　◎外部クレジットの活用・・・可


　　　　　　　京都クレジット、EUAを利用できると企業の選択肢が増える。


　　　　　　　スキームリンクが可能で信頼性、安全性が確保できる場合のみ、認める。


将来的に京都議定書の目標達成にも利用できるようにすべき。


◎市場管理組織・・・危機対応レベルのみ


市場介入はできる限りしないほうがよいと主張。





国際競争力配慮措置　・温暖化対策研究開発に補助金を支給


　　　　　　　　　　・国境措置＝輸入される製品に炭素税をかける


　　　　　　　　　　・無償割当を多めに配布する


　　　　　　　　　　・カバーされていない部門への環境税導入＋国際競争下にある部門への減税





その他の基盤整備　◎モニタリング・算定・報告、検証、登録簿、会計、税務


　　　　　　　　　将来的にEU－ETS市場などと国際リンクすることを視野に入れ、透明性、厳格性を考慮した、互換性の高い制度とすべきである。





鉄鋼のBATによるCO2削減ポテンシャル(2005年)


�


(出所：国際エネルギー機関(ITA)発表資料)





鉄鋼業のエネルギー原単位の国際比較


�


(出所：地球環境産業技術研究機構、鉄鋼連盟)





最もCO2排出をしている産業部門の中で1番多く排出している鉄鋼業では、エネルギー原単位で世界最高水準にある。

















